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１．電気通信事業紛争処理委員会の設置・機能

電気通信事業紛争処理委員会は、平成13年11月30日に電気通信事業者間の接続等に関する紛

争を迅速・公正に処理する専門的組織として設置され、以下の３つの機能を担っている。

あっせん・仲裁 電気通信事業者間における接続等に関する紛争に対し、簡易・迅速な合意を
形成するため、委員会は、「あっせん」や「仲裁」を実施。

諮 問 に対する
審議・答申

総務大臣が、①接続の協議開始命令、②協議不調の場合の協定細目の裁定、

③料金等に係る業務改善命令等の行政処分を行う際に、総務大臣から諮問を
受け、審議・答申を行う。

勧 告 以上を通じて明らかになった、競争ルールの改善等について、総務大臣に
対し勧告。
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２. 委員会による紛争処理等の状況

（平成19年11月30日現在）

１ あっせん ４８件１ あっせん ４８件

２ 仲裁 ３件２ 仲裁 ３件

３ 諮問・答申 ６件３ 諮問・答申 ６件

４ 勧告 ３件４ 勧告 ３件

○ 「接続に係る費用負担」に関する件（２件） ○ 「接続に必要な設備の設置」に関する件（１件）

○ 業務改善命令（２件） ○ 料金設定権に関する裁定（１件）

○ 土地等の使用に関する認可（１件） ○ 接続に関する協議再開命令（１件）

○ ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続協定の細目の裁定（１件）

○ コロケーションのルール改善に向けた勧告（１件）

○ 接続における適正な料金設定が行い得る仕組みの整備の勧告（１件）

○ 接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する措置の勧告（１件）

（諮問から答申まで平均約３３日）

○「接続に係る費用負担」に関する件（３４件） ○「接続に必要な工作物の利用」に関する件（４件）

○「接続の諾否」に関する件（３件） ○「設備の利用・運用」に関する件（３件）

○「接続協定の細目」に関する件（２件）

○「電気通信役務の提供に係る契約の取次ぎ」に ○「接続に必要な設備の設置」に関する件（１件）
関する件（１件）

２

（※いずれも、他方事業者が申請を行わず、仲裁は実行されず、あっせんや大臣命令に移行。）

（あっせん及び仲裁の平均処理期間約４４日）



合意により解決
29件 (60.4%) あっせん申請取下げ

16件 (33.3%)
あっせん打切り

 3件 (6.3%)

（参考）紛争処理等の内訳
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２ あっせんの紛争内容

３

（コロケーション等
に関する紛争）

（接続料・網改造料の
支払い等に関する紛争）

３ あっせんの処理結果

（注）13年度は11月30日から、19年度は11月30日まで



３．委員会の主な広報・情報発信

４

(1) ウェブサイト・紛争処理マニュアル・
年次報告書

平成18年10月にウェブサイトを刷新

（２） 各種調査レポートの作成・発表

（３）事業者団体等への説明・地方に
おける相談会の実施

諸外国の紛争処理制度の比較（H17.4）

平成18年度、東京で１回、地方で８回実施◆

◆

◆

◆ 紛争処理マニュアルは、第７版まで更新

我が国における紛争処理制度の近状（H17.4）◆

電気通信事業における紛争処理等の将来像（H18.10）◆

電気通信事業紛争処理委員会ウェブサイト 電気通信事業紛争処理マニュアル



４．４．委員会委員会が果たしている役割が果たしている役割

１ 専門性を活かした迅速な紛争解決

紛争解決に要する時間：2週間～8か月（平均約1か月半）
→費用・時間面での当事者の負担軽減、早期サービス開始による利用者利便向上

２ 紛争の未然防止

・「電気通信事業者」相談窓口を設けて、本格的に紛争化する前段階においても
当事者からの相談に対応（→この段階で解決するケースもある）

・過去の紛争処理事案に関する情報を積極的に公開（ウェブサイト、紛争処理
マニュアル）。委員会の紛争処理の前例を事業者が参照することにより、類似
の紛争の発生を未然に防止

３ セイフティネット機能

・電気通信事業者は他事業者との協議にあたり、万一、紛争化した場合であっても、
委員会という公正中立な第三者機関の場で自己の考え方を主張できる機会が保障
されていることで、事業展開に際して安心感を持つことができる。

５

４ 総務大臣への「勧告」を通じた、競争ルールの改善

・ブロードバンドサービスの競争促進、固定発携帯電話料金の低廉化などに一定の貢献

【参考】 総合規制改革会議 14年度中間とりまとめ（平成14年７月23日）
第3章 1. (3) 2)専門的機関の整備
1. 電気通信事業分野では、平成13年に電気通信事業紛争処理委員会が設置され、専門性及び中

立性が確保された体制の下で、迅速な対応がされている。



５．委員会の今後の取組５．委員会の今後の取組

【委員会の機能強化に向けた当面の活動予定】

(1) 紛争処理に関係する情報収集等の強化

⇒情報通信の専門家等との意見交換、施設見学、諸外国の調査、基礎資料の整備

(2) 委員会の認知度・利便性の向上

⇒ウェブサイトの刷新、パンフレットの制作・配布

電気通信事業者等へのアンケート・ヒアリングの実施

事業者団体等への周知活動、地方における紛争処理の相談会の開催

(3) 委員会の知見の情報発信の強化（競争ルールへのフィードバック）

⇒適切に「勧告」を実施、年次報告書の充実

(4) 紛争処理機能の強化・制度整備への対応

⇒総務省関係部局等と意見交換

６

【今後想定される紛争事例】「電気通信事業における紛争処理等の将来像」（平成18年10月3日発表）

(1)ＩＰ化の進展による紛争
例）次世代ネットワーク（ＮＧＮ）における接続に関する紛争

(2) 新規事業者の参入等による紛争
例）ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続に関する紛争

(3) アクセス網の高度化等による紛争
例）光引込線の敷設のための電柱等の利用手続の公平性に関する紛争

《参考》 総務省「新競争促進プログラム2010」（平成18年9月19日策定、平成19年10月23日改訂）
「電気通信事業者とコンテンツプロバイダー等の上位レイヤーの事業者等との間の紛争事案を紛争処理機能の

中で取り扱えるようにほか、土地等（電柱・管路などを含む）の使用に係る紛争事案について、現行の裁定に加
えて、あっせん・仲裁を可能とする仕組みとする等、紛争処理機能の取扱範囲の拡充についても、可能な限り
速やかに所要の制度整備を行う。」



○ あっせん･仲裁の制度を創設し、無線局を新設する場合等に行う既存無線局との混信防止に関す
る協議を促進。

○ あっせん・仲裁の主体は、電気通信事業紛争処理委員会とする。

○ あっせん･仲裁の手続を行うことができる無線局は、次のとおり。
・ 電気通信業務の用に供する無線局
・ 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局
・ MCA陸上移動通信業務の用に供する無線局
・ 地方公共団体が設置する防災行政事務の用に供する無線局 等

○ あっせん･仲裁の制度を創設し、無線局を新設する場合等に行う既存無線局との混信防止に関す
る協議を促進。

○ あっせん・仲裁の主体は、電気通信事業紛争処理委員会とする。

○ あっせん･仲裁の手続を行うことができる無線局は、次のとおり。
・ 電気通信業務の用に供する無線局
・ 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局
・ MCA陸上移動通信業務の用に供する無線局
・ 地方公共団体が設置する防災行政事務の用に供する無線局 等

新たな無線システムの導入に際して、既存の無線局等との電波の混信を防止するための調整が長
期化し、 １年から２年半に及ぶ事例も発生。このため、新サービスの提供が遅れるおそれがある。

新たな無線システムの導入に際して、既存の無線局等との電波の混信を防止するための調整が長
期化し、 １年から２年半に及ぶ事例も発生。このため、新サービスの提供が遅れるおそれがある。

（参考）（参考）無線局の開設等に係るあっせん･仲裁制度の導入

総務省令で規定

新設基地局Ａ

端末Ｂ

既存基地局Ｂ
新設基地局Ａ

端末Ｂ

電気通信事業紛争処理委員会のあっせん・仲裁によ
り、Ａからの妨害がないよう、Ａの費用負担によりＢ
を改造。→ Ａの開設が可能。

☆Ａ、Ｂ共に、電波の利用が可能。

新設基地局Ａの発射電波が、既存基地局Ｂの通信を
妨害 → Ａの開設は不可。

【想定される事例】

既存基地局Ｂ免許不可 免許可能
電気通信事業紛争処理
委員会によるあっせん・仲裁

現行制度 新制度

７

※ 本制度の創設を内容とする法律改正案は、現在、国会で継続審議となっている。


